
�愛媛県規則第５７号
愛媛県行政組織規則等の一部を改正する規則を次のように

定める。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県行政組織規則等の一部を改正する規則

（愛媛県行政組織規則の一部改正）

第１条 愛媛県行政組織規則（昭和５５年愛媛県規則第１５号）

の一部を次のように改正する。

第６７条第３項の表南予分場の項位置の欄中「北宇和郡吉

田町」を「宇和島市」に改める。

別表第６宇和島地方局山財ダム管理事務所の項位置の欄

中「北宇和郡津島町」を「宇和島市」に改める。

（愛媛県本谷川水門操作規則の一部改正）

第２条 愛媛県本谷川水門操作規則（昭和５５年愛媛県規則第

５２号）の一部を次のように改正する。

第１条中「北宇和郡津島町」を「宇和島市」に改める。

第５条第２号中「津島町役場」を「宇和島市役所津島支

所」に改める。

（愛媛県垂直積雪量に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県垂直積雪量に関する規則（平成１２年愛媛県規

則第４２号）の一部を次のように改正する。

別表１の項区域の欄中「、北宇和郡津島町」を削り、同

表３の項同欄中「、大洲市及び北宇和郡吉田町」を「及び

大洲市」に改め、同表５の項同欄中「三間町、」を削る。

附 則

この規則は、平成１７年８月１日から施行する。
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�愛媛県規則第５８号
愛媛県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則を次の

ように定める。

平成１７年７月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県漁港管理条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県漁港管理条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第８８号

）の一部を次のように改正する。

第１２条及び第１３条第２項中「第２２条」を「第２１条」に改め

る。

様式第３号中「第１９条」を「第１８条」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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